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こんにちは。ウェブサイトで法律の解説をしている真紀奈といい

ます。この連載では、読者のみなさんから質問いただいたインタ

ーネットの法律的な疑問について、ネットのいろんな法律問題に

詳しい弁護士の小倉秀夫先生と一緒に答えていきますね。では、

さっそく第一回を始めたいと思います。

掲示板を運営しているのですが、画像ファイルに著作

権の問題があるものがあったり、ワイセツな画像が貼

られたりしてこまっています。もしほっといたら問題に

なりますか？ （ミホさん）

◇［真紀奈（以降、真）］：最初の質問は、画像掲示板の運営に関

する質問ですね。このような場合、誰がどこまで責任を負わなく

てはいけないんでしょうか？ プロバイダー責任制限法で掲示板

の運営者はある程度責任を免除されると聞いていますけど。

◆［小倉（以降、小）］：損害賠償責任についてはプロバイダー責

任制限法第3条があるので、問題の情報が流れていることを知っ

ていて、かつそれが他人の権利を侵害するものであると知ってい

るか、または知っていてしかるべき理由があるかのどちらかを満た

していないと、掲示板の管理者の責任を問えないということにな

っています。

◇［真］：つまり、情報の存在についてなにも知らなければ、大丈

夫というわけですね。ただ、問題発言が書き込まれる可能性があ

るのに掲示板を放置していたら、何らかの責任が問われそうな気

がするのですが、そういうことはないんですか？

◆［小］：仕事が忙しくて1か月くらい見られないということもありま

すからね。気がついたときに消しておけば、損害賠償責任につい

ては問題ないということになるでしょう。

◇［真］：なるほど。先ほどから「損害賠償責任」については問われ

ないという言い方をされていますけど、ほかの責任を問われるこ

とはあるということでしょうか？

◆［小］：ええ。刑事責任については問われることがあります。

最近判例があがった事件に、画像を載せられる掲示板に児童

ポルノが載せられてしまったというものがあります。この事件で検

察側は、画像が載せられていることを知らなかったことについても

責任をとれと要求しているんですね。

◇［真］：画像掲示板を提供しただけでですか？ 他人が違法画

像をアップロードしたことに気づいてもいなかったのに罪になると

いうのは、損害賠償責任が免責されるのに比べてちょっと厳しい

要求のように聞こえるのですけど……。

◆［小］：これは一審が横浜地裁（平成15年12月15日）で、二審

が東京高裁（平成16年6月23日）で争われた事件なんですが、両

方とも掲示板の管理者に責任を認めているんですよ。それも画像

をアップロードした人は罰金刑で、掲示板の管理者は執行猶予付

新連載

illust: Nekomata Naomi

真紀奈と一緒に解決！ 

掲示板の運営は
ちっともラクじゃなーい！の巻

バーチャル法律娘・真紀奈
17歳という年齢にもかかわらず法律にはめっぽ
う強く、プロ筋のファンも多い。ホットワイアード
の『デジタル虎の穴』ではネット界のうるさ方を相
手に論客ぶりを発揮する謎の女子高生？

http://homepage3.nifty.com/machina/

インターネットの気になる 
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きの懲役という結果だったんです。正犯が管理者で、従犯がアッ

プロードした人とされてしまったわけです。

◇［真］：ええっ！？ 普通そういう場合は、児童ポルノ画像をアッ

プロードした人が悪いと思うんですけど、ただ掲示板を用意してい

た人の方が悪くて罪が重いということになるんですか？

◆［小］：はい。それに今回のケースの場合、そういう画像を置け

るディスクを、公衆がアクセスできる環境に置いたということで、

作為犯の正犯であるとされてしまったんですね。

◇［真］：つまり、児童ポルノを誰でも公開できる掲示板をインタ

ーネット上に設置したということが問題で、その上、児童ポルノ画

像がアップロードされた時点で犯罪になってしまうということです

か。ということは、画像掲示板を運営している限り防ぎようがない

ってことですよね。

◆［小］：判例は今のところ児童ポルノだけですが、この方法が著

作権の侵害などでも一般的に使われるようになると、怖いですね。

◇［真］：しかし、なんでプロバイダー責任制限法では刑事責任を

免責できる規定を置かなかったんでしょうか？

◆［小］：それがですね、プロバイダー責任制限法で民事責任が

免責されているんだから、警察も起訴することはないだろうって法

律が成立したときの解説書には書いてあったんです。でもあっさり

起訴したんですね。

◇［真］：つまりプロバイダー責任制限法がザル法だった、と……。

うーん、現状では画像掲示板は運営しない方がいいという結論

になるんでしょうか？

◆［小］：今相談されたら、やめろというでしょうね。

◇［真］：なんか暗い結論ですね……。一応解決策を考えてみる

と、管理者が投稿ごとに承認をしないと画像が公開されないタイ

プの掲示板を使うということになるでしょうか。管理者の手間がか

かりますけど……ね。

正式には『特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の

制限及び発信者情報の開示に関する法律』っていう長ーい名前が

ついてます。インターネット上で著作権といった他人の権利が侵

害されたときに、公開場所として使われたプロバイダーの損害賠

償の責任が免除されるという法律です。ただし、「一定の条件があ

れば」ということになりますけど……。ほかにも、自分の権利が侵

害された場合は、関係するプロバイダーに対してログなんかの情

報を見せてもらえるように要求できます。

ここでいう「プロバイダー」はいわゆるISPだけじゃなくって、

掲示板なんかのサービスを提供するところも含んでます。

ホントはプロバイダーは救済されるハズだったんですけど……。

プロバイダー責任制限法

18歳未満の児童を守るための法律で、『児童買春、児

童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律』が

正式名称です。被害を受けた児童の保護も定められています。「児

童ポルノ」というのは刑法でいうわいせつ物よりもかなり範囲が

広くて、「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲

を興奮させ又は刺激するもの」の写真や電子データが対象になっ

てます。これを頒布する目的で持っていたり、他人に提供したり、

ネットで公開したりすると罪になります。最近はマンガとか小説

を含めるかどうかで議論が起きています。うーん、テレビで踊っ

てるきわどいカッコしたアイドルはどうなるんでしょう……。

子どもが関係するポルノはガンガン取り締まっちゃいます！

児童ポルノ法

小倉秀夫
東京平河法律事務所に所属する弁護士。中央大
学法学部講師も務める。コンピュータに明るく、
古くは「大阪FLMASK事件」や元祖P2P裁判の
「ファイルローグ事件」の弁護人を務める。著作
権に関する法律も詳しい。

http://benli.cocolog-nifty.com/
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インターネットの法律に関する質問があったら下のアドレス
にメールを送ってね。真紀奈と小倉先生が相談に乗ります！
mim-oubo@impress.co.jp

相談募集中！
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